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○鎌倉市企業立地等促進条例施行規則 

平成29年３月30日規則第57号 

改正 

令和４年３月29日規則第52号 

鎌倉市企業立地等促進条例施行規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、鎌倉市企業立地等促進条例（平成29年３月条例第47号。以下「条例」という。）

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この規則における用語の意義は、条例に定めるもののほか、次に定めるところによる。 

(１) 事業内容 企業が実施する条例第３条第１項第１号に規定する事業の内容をいう。 

(２) 事業計画 条例第３条に規定する措置（以下「軽減措置」という。）の適用を受ける期間に

おける事業内容の計画を示すもの及び軽減措置の対象となる固定資産と事業内容の関連性を示す

ものをいう。 

（事業所内保育施設の基準） 

第３条 条例第２条第６号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 当該企業の事業所の敷地内その他これに類する場所に設置されていること。 

(２) 鎌倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成26年10月条例第

19号）第１章（第１条及び第２条を除く。）及び第５章（第42条を除く。）で定める基準に適

合していること。 

（規則で定める地域） 

第３条の２ 条例第２条第７号の規則で定める地域は、別図のとおりとする。 

（申請） 

第４条 企業は、軽減措置の適用を受けようとするときは、軽減措置適用申請書（第１号様式）に

次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。 

(１) 当該軽減措置の対象となる固定資産の一覧表（条例第３条第３項に規定する措置の適用を

受けようとする場合を除く。） 

(２) 市税の納付を証する書類 

(３) 企業が、法人の場合にあっては法人の登記事項証明書、個人の場合にあっては住民票の写

し 
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(４) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める書類 

ア 条例第３条第１項に規定する措置の適用を受けようとする場合 

(ア) 立地の事実を証する書類 

(イ) 事業内容及び事業計画を記載した書類 

(ウ) 投下資本額の明細書 

(エ) 土地及び家屋の登記事項証明書 

イ 条例第３条第２項に規定する措置の適用を受けようとする場合 

(ア) 事業内容及び事業計画を記載した書類 

(イ) 取得価額の明細書 

ウ 条例第３条第３項に規定する措置の適用を受けようとする場合 

(ア) 立地の事実を証する書類 

(イ) 投下資本額の明細書 

(ウ) 同項第１号に規定する本社機能等を新たに有するものであることを確認できる書類 

エ 条例第３条第４項に規定する措置の適用を受けようとする場合 

(ア) 事業所内保育施設の設置の事実を証する書類 

(イ) 事業所内保育施設が前条各号に定める基準に適合する事実を証する書類 

(５) その他市長が必要と認める書類 

（決定） 

第５条 市長は、条例第４条第１項の規定による申請があったときは、当該申請に係る書類の審査

及び必要に応じて行う現地調査により、速やかにその可否を決定し、軽減措置適用決定通知書（第

２号様式）により当該企業に通知するものとする。 

（届出） 

第６条 条例第５条の規定による届出は、同条第１号に掲げるときにあっては軽減措置適用申請事

項変更届出書（第３号様式）にその事実を明らかにする書類を添えて、同条第２号又は第３号に

掲げるときにあっては事業等休止・廃止届出書（第４号様式）により行うものとする。 

（承継） 

第７条 企業は、条例第６条の規定により地位の承継の承認を受けようとするときは、事業の全部

を譲り受けた日又は事業の全部を承継した日から30日以内に、軽減措置適用承継承認申請書（第

５号様式）に次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。 

(１) 事業の全部を譲り受け、又は承継した事実を証する書類 
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(２) 事業内容を記載した書類 

(３) 市税の納付を証する書類 

(４) 法人の場合にあっては法人の登記事項証明書、個人の場合にあっては住民票の写し 

(５) その他市長が必要と認める書類 

２ 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその可否を決定し、軽減措置適用承

継承認決定通知書（第６号様式）により当該企業に通知するものとする。 

（納税証明書の提出） 

第８条 軽減措置の適用の決定を受けた企業は、当該決定を受けた日の属する年度の翌年度以降、

軽減措置の適用を受けている間、毎年度の４月30日までに、前年度において納付すべき市税の納

付を証する書類を市長に提出しなければならない。 

（取消し等） 

第９条 条例第７条第１項の規定による軽減措置の適用の取消しは、次の各号に掲げる区分に応じ、

当該各号に定める年度以後の軽減措置について行うものとする。 

(１) 条例第７条第１項第１号に該当するとき。 同号アからエまでに定める事由の生じた日の

属する年度 

(２) 条例第７条第１項第２号に該当するとき。 滞納に係る市税を納付すべき年度 

(３) 条例第７条第１項第３号に該当するとき。 事業を休止した日の翌日から起算して６月を

経過した日又は事業を廃止した日の属する年度 

(４) 条例第７条第１項第４号に該当するとき。 軽減措置の適用を決定した日の属する年度 

(５) 条例第７条第１項第５号、第６号又は第７号に該当するとき。 その事由の生じた日の属

する年度又は軽減措置の適用を決定した日の属する年度 

２ 市長は、条例第７条第１項の規定により軽減措置の適用を取り消したときは、書面により当該

企業にその旨を通知するものとする。 

（その他の事項） 

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

付 則 

この規則は、平成29年４月１日から施行する。 

付 則 

この規則は、令和４年４月１日から施行する。 
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別図 
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第１号様式（第４条） 
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第２号様式（第５条） 
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第３号様式（第６条） 
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第４号様式（第６条） 
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第５号様式（第７条） 
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第６号様式（第７条） 

 


